
－

－ ＝

＝

税
源
移
譲
前

税
源
移
譲
後

住宅ローン
控除可能額

住宅ローン
控除可能額

所得税額

所得税額

住宅ローン
控除額

所得税住宅
ローン控除額

住民税住宅
ローン控除額

納付すべき
住民税額

納付すべき
所得税額

所得税額
が減少

控除しきれ
なかった額

措
置

減少

本
来
納
付
す
べ
き

　
　
　
　
住
民
税
額

所得税から控除しきれなかった住宅ローン
控除額を翌年度の住民税（所得割）から控除

これまで所得税から控除できた住宅ローン控除額が減少

平成19年度
町県民税の
課税所得金
額

所得税との
人的控除額
の差の合計
額

＞

平成20年度
町県民税の
課税所得金
額

所得税との
人的控除額
の差の合計
額

≦

対　象　者

※７月１日から７月31日までの
間に平成19年１月１日現在の住
所所在地の市町村に申告してく
ださい。

次の両方を満たす方

　
地
震
保
険
へ
の
加
入
を
促
進
す
る
目
的
で
、

従
来
の
損
害
保
険
料
控
除
を
見
直
し
、
地
震
保

険
料
控
除
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
所
得
か
ら
控

除
さ
れ
ま
す
。

①
支
払
地
震
保
険
料
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る

金
額

　
町
県
民
税
　
上
限
２
万
５
千
円

　
所

得

税
　
上
限
５
万
円

②
平
成
18
年
12
月
31
日
ま
で
に
締
結
し
た
長
期

損
害
保
険
料
（
保
険
期
間
が
10
年
以
上
で
満
期

返
戻
金
が
あ
る
も
の
）
に
は
、
従
前
の
損
害
保

険
料
控
除
を
適
用
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ

ま
す
。

　
町
県
民
税
　
上
限
１
万
円

　
所

得

税
　
上
限
１
万
５
千
円

③
前
年
ま
で
の
、
短
期
損
害
保
険
料
控
除
は
廃

止
と
な
り
ま
す
。

※
①
、
②
の
両
方
を
適
用
す
る
場
合

　
町
県
民
税
　
上
限
２
万
５
千
円

　
所

得

税
　
上
限
５
万
円

　
退
職
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
平
成
19
年
中
の

所
得
が
大
き
く
下
が
り
、
平
成
19
年
分
の
所
得

税
が
か
か
ら
な
い
場
合
は
、
税
源
移
譲
に
よ
る

負
担
減
の
影
響
が
受
け
ら
れ
な
い
一
方
、
平
成

19
年
度
分
の
町
県
民
税
は
税
源
移
譲
に
よ
り
負

担
増
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
経
過
措
置
が
設
け
ら

れ
還
付
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、
税
務
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
83
―
１
２
２
４
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▼
確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
あ
る
方

　
・
給
与
の
年
収
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
方

　
・
給
与
所
得
の
ほ
か
に
20
万
円
を
超
え
る
所
得
の
あ
る
方

　
・
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る
方

　
・
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
の
所
得
金
額
が
、
所
得
税
の
各
種
控
除
の
合
計
を

　
　
超
え
る
方

　
・
平
成
19
年
中
に
中
途
退
職
し
て
、
年
末
調
整
を
受
け
ず
、
そ
の
後
他
の
所
得
が
な

　
　
か
っ
た
方
な
ど

▼
小
田
原
税
務
署
に
申
告
書
作
成
会
場
の
開
設

　
期
　
間
　
　
２
月
18
日
（
月
）
〜 

３
月
17
日
（
月
）

　
※
土
・
日
・
祝
日
を
の
ぞ
き
ま
す
。
た
だ
し
、
２
月
24
日
（
日
）
・
３
月
２
日
（
日
）

　
　
は
業
務
を
行
い
ま
す
。

　
時
　
間
　
　
午
前
８
時
30
分 

〜 

12
時
15
分
、
午
後
１
時
〜
５
時

　
※
混
雑
の
状
況
な
ど
に
よ
り
、
受
付
を
早
め
に
終
了
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
内
　
容
　
　
確
定
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
お
よ
び
申
告
書
の
提
出
　
　
　
　

▼
休
日
に
申
告
書
を
提
出
す
る
際
は

　
①
休
日
に
申
告
書
を
提
出
す
る
際
は
、
小
田
原
税
務
署
正
面
脇
の
「
時
間
外
収
受

箱
」
に
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

　
②
申
告
書
は
、
郵
送
で
税
務
署
へ
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
控
え
が
必
要
な
方

は
、
宛
名
を
記
入
し
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　(

小
田
原
税
務
署
　
〒
２
５
０
―
８
５
１
１
　
小
田
原
市
荻
窪
４
０
０)

　
※
期
間
中
は
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）
町
役
場
税
務
課
で
も
提
出
を
受
け
付
け
ま

す
。
詳
細
は
、
２
月
１
日
お
し
ら
せ
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
納
税
は
便
利
な
振
り
替
え
で

　
　
所
得
税
・
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の
納
税
は
、
安
全
便
利
で
確
実
な
振
替
納
税
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
金
融
機
関
・
郵
便
局
ま
た
は
税
務
署
に
「
預
貯
金
口
座
振
替
依

頼
書
」
を
３
月
17
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
」
は
、
小
田
原
税
務
署
、
町
役
場
税
務
課
窓
口
に
あ

り
ま
す
。

▼
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
電
子
申
告
が
可
能
に
！

　
　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
「
所
得
税
の
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
が
あ

り
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。
そ
の
申
告
書
は
、
ｅ
│
Ｔ
ａ
ｘ
に

よ
り
電
子
申
告
す
る
か
、
印
刷
し
て
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
　h

ttp
://w

w
w

.n
ta.g

o
.jp

【
問
合
せ
】
小
田
原
税
務
署
　
☎
35
ー
４
５
１
１

　
・
所
得
税
（
譲
渡
所
得
）
は
、
資
産
課
税
部
門
（
内
線
）
４
６
１
、
４
６
２

　
・
所
得
税
（
右
記
以
外
）
は
、
個
人
課
税
部
門
（
内
線
）
４
１
１
、
４
１
２

２
月
18
日（
月
）〜
３
月
17
日（
月
）

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
〜
確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
〜

　現在、老人保健制度に加入している方は、平成20

年３月末をもって加入している健康保険（国民健康

保険、政府管掌健康保険、企業の健康保険、公務員

の共済組合など）から脱退し、４月から自動的に後

期高齢者医療制度へ移行します。ただし、一定の障

害があるために任意加入している65歳～74歳の方は、

申請により移行を撤回できます。

　なお、さかのぼって撤回することはできませんの

で、４月以降に手続きをした場合は、加入月分の後

期高齢者医療保険料が発生します。（３月までに撤

回の手続きをしても年金から一時的に引き落とされ

る場合があります。）

◆年金記録確認第三者委員会が

　①事業主が従業員から厚生年金保険料を給与天引

きしている。

　②社会保険庁に納付したことが明らかでない。

　と認定した場合には、社会保険庁は年金記録確認

第三者委員会の認定事実により年金記録を訂正し、

年金額に反映します。

◆事業主は、保険料の徴収権が時効消滅となる２年

を経過した後であっても保険料を納付できること

となり、社会保険庁はその納付を勧奨します。

※事業主が廃業している場合には、役員であった者

に納付を勧奨します。

◆社会保険庁は、事業主または役員が保険料を納付

しない場合には、その事業主名または役員の氏名

を公表します。

※保険料が納付されたか否か明らかでない場合を除

きます。

◆公表してもなお納付されなかった場合には、国が

保険料を負担します。

　（その後も事業主への請求などを行います。）

高齢者医療制度の見直しについて

厚生年金特例法

65歳～74歳で老人保健制度
に加入している方へ

１割か３割

後期高齢者医療の保険料

４月から自動的に移行

後期高齢者医療制度

医療費の負担割合

保険料

１割か３割

加入健康保険の保険税（料）

老人保健制度

医療費の負担割合

保険料

加入の健康保険が定める負担割合

加入の健康保険の保険税（料）

申請により撤回した場合

現在

現在加入の健康保険

医療費の負担割合

保険料

　今般、「与党高齢者医療制度に関するプロジ

ェクトチーム」において、以下のとおり取りま

とめられた高齢者医療制度について、政府とし

ても実施することとされましたので、その内容

をお知らせします。

①70歳～74歳の方の窓口負担について
　平成20年４月から平成21年３月までの１年間、窓口負担が１割に据え置かれます。

※現在３割負担の方と後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は

除きます。

※平成18年の制度改正では70歳～74歳の方の窓口負担については、平成20年４月から

２割負担に見直されることとされていたものを据え置くものです。

②後期高齢者医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料について
　平成20年４月から９月までの６か月間は無料、平成20年10月から平成21年３月まで

の６か月間は、保険料額の一部（被保険者均等割）が９割に軽減された額となります。

対象者

　75歳以上の方（注１）で、後期高齢者医療の被保険者になる日の前日（平成20年３

月31日または75歳の誕生日の前日）において被用者保険（注２）の被扶養者となって

いる方。

注１　65歳～74歳で一定の障害認定を受けた方を含みます。

注２　政府管掌健康保険や企業の健康保険、公務員の共済組合などいわゆる「サラリーマン」

　　　の健康保険であり、国民健康保険は該当しません。

※平成18年の制度改正で被用者保険の被扶養者の方については、後期高齢者医療制度

の被保険者となった日の属する月から２年間、被保険者均等割を５割軽減すること

とされていますが、今回の措置はそれに加えて行うものです。

　　　　　　　　　　　　　　【問合せ】町民健康課国保年金係　☎８３－１２２５

ご存じですか
？

　昨年12月19日に厚生年金保険料の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（平成19年法律第131号。以下「厚生年金特例法」という）が施行されました。これ

により、厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、事業者から保

険料の納付や資格などの届出がされていない方に年金をお支払いする法律ができまし

た。

　厚生年金保険料が給与天引きされていても、事業主から保険料の納付や厚生年金の

資格などの届出がなかった場合であって、保険料の徴収権が時効消滅となる２年を経

過したときは、その記録は年金に反映されませんでした。

　厚生年金特例法の成立により厚生年金保険料の給与天引きがあったことが年金記録

確認第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正され、年金額に反映されます。

［具体例］
　３年前に退職した事業所で厚生年金保険料を給与天引きされたにもかかわらず、事

業主が厚生年金の加入手続きをしていなかったことがわかった場合。

これからは

今までは

☞
☞

厚生年金の届出なし 年金額に反映されません

今までは

厚生年金の届出なし 年金額に反映されます

年金記録確認
第三者委員会

これからは

【問合せ】小田原社会保険事務所　☎２２－１３９１

▲
３年前
▼

申請 退
社
退
社

入
社

退
社

入
社

認定

　
税
源
移
譲
で
所
得
税
が
減
少
す
る
こ
と
に
よ

り
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
限
度
額
が
所
得
税
で
は

控
除
し
き
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
た
め
、
平
成
11
年
か
ら
18
年
末
ま
で
に
住
居

を
取
得
さ
れ
た
方
は
、
町
県
民
税
か
ら
控
除
で

き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
平
成
28
年
度
ま
で

適
用
）。

①
税
源
移
譲
で
所
得
税
が
減
少
し
た
結
果
、
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
限
度
額
が
所
得
税
額
よ
り
大

き
く
な
り
、
控
除
し
き
れ
な
く
な
っ
た
方

②
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
限
度
額
が
所
得
税
額
よ
り

大
き
く
、
税
源
移
譲
前
で
も
控
除
し
き
れ
な

か
っ
た
が
、
税
源
移
譲
に
よ
り
控
除
し
き
れ

な
い
額
が
大
き
く
な
っ
た
方

平
成
20
年
３
月
17
日
（
月
）
ま
で

※
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
ご
と
に
、
翌
年

の
３
月
15
日
ま
で
に
申
告
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
申
告
に
基
づ
く
、
減
額
措
置
に
な
り
ま
す
。

次
の
と
お
り
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方
は
、
税
務
署

に
確
定
申
告
書
と
一
緒
に
、
「
住
宅
借
入
金

特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

②
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い
方
は
、
役
場

税
務
課
に
「
住
宅
借
入
金
特
別
税
額
控
除
申

告
書
」
に
「
源
泉
徴
収
票
」
を
添
付
し
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
平
成
19
年
以
降
に
住
居
を
取
得
し
た
場
合
は
、

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
は
受
け
ら
れ
る
の

か
？

Ａ
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
は
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

Ｑ
住
宅
借
入
金
特
別
税
額
控
除
申
告
書
は
ど
こ

で
も
ら
え
る
の
か
？

Ａ
確
定
申
告
を
し
な
い
場
合
は
、
役
場

　
確
定
申
告
を
す
る
場
合
は
、
役
場
お
よ
び
税

務
署

Ｑ
対
象
期
間
は
？

Ａ
平
成
20
年
度
か
ら
平
成
28
年
度
ま
で
で
す
。

　　
65
歳
以
上
の
人
に
適
用
さ
れ
て
い
た
非
課
税

措
置
が
、
年
齢
に
関
わ
ら
ず
公
平
に
税
負
担
を

分
か
ち
合
う
観
点
か
ら
、
平
成
18
年
度
に
は
税

額
の
３
分
の
２
、
平
成
19
年
度
に
は
税
額
の
３

分
の
１
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
20

年
度
に
は
こ
の
経
過
措
置
が
廃
止
と
な
り
ま
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
つ
い
て

65
歳
以
上
の
老
年
者

　
　
非
課
税
措
置
の
廃
止

年
度
間
所
得
の

　
変
動
に
係
る
経
過
措
置

地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

対

象

者

申
告
期
限

申
告
方
法

Ｑ

＆

Ａ

平成20年度町県民税  税制改正


